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(1) 組織の概要

（1）事業所名
　　　日研ツール株式会社 岐阜事業本部

（2）所在地
　　　本社（登記上）

　　　　大阪府門真市四宮5丁目3番26号

　　　岐阜事業本部

　　　　岐阜県各務原市各務東町5丁目15番9号

（3）EA21認証取得対象組織(サイト認証)
　　　日研ツール株式会社　岐阜事業本部

岐阜事業本部 本部長　佐々木　敏行

（4）事業の内容
　　　切削工具の加工・製造・販売

（5）事業規模（2022年05月31日現在）
　　　売上高　621百万円（2021年6月1日～2022年5月31日）

　　　総社員数　105名

　　　敷地面積　2,316㎡　　　　

（6）環境保全関係の責任者および担当者連絡先
　　　環境管理責任者  神山　真介

　　　TEL： (058)370-8687

　　　FAX： (058)370-8680

（7）会社組織図（登記上）

（1）認証・登録範囲
     対象組織：日研ツール株式会社岐阜事業本部
     活動内容：切削工具の加工・製造・販売

（2）対象期間
     2021年6月1日～2022年5月31日

（3）発行日
　　 改訂日

岐阜事業本部

大阪製作所 第一営業部岐阜 岐阜製作所

2023年1月28日
2023年3月30日

(2) 対象範囲、レポートの対象期間及び発行日

第一営業部大阪
第二営業部

代表取締役社長

取締役

本社　　

業務総括本部 技術開発本部 大阪事業本部



　  他人を生かせば自分が生かされる。
   “信頼”こそ、日研ツールの企業理念です。
　　　

　　 １、顧客に信頼
　 　２、組織間の相互信頼
　 　３、社会に貢献と信頼

　　　創業以来、当社はお客様に対して、大小にかかわりなく誠心誠意をつくす。

　　　これを社の理念としてまいりました。　　

　　　「お客様からの信頼」は、こうした日々の

　　　業務の積みかさねのたまものであると信じています。

　　　 「組織間の信頼」は、企業内の当然の事で

　　　いまさら申しあげることではありません。

　　　「社会に貢献と信頼」について、

　　　私たちは、Q(クオリティー）C（コスト）D（デリバリー）

　　　それぞれの面で努力しており、大きなテーマとしています。

　　　 今後も、この目標をしっかりと自覚し全社、力を合わせて歩んでまいります。

　　　　

　　社会に貢献し顧客の信頼を得られる様、努力してまいります。

　　電気・化石燃料の削減に取り組み、エネルギーの使用効率の向上を目指します。

　　　　リサイクル・再利用率の向上に取り組みます。

　　　自主的・積極的に環境保全活動に取り組むと共に
　　　環境関連法規及びその他の環境関連要求事項を遵守します。

　　　日研ツール株式会社 岐阜事業本部

① 切削工具の加工・製造・販売を通じ、

⑧ 環境経営システムの継続的な改善を行い

制定日：2007年6月2日
改定日：2020年9月4日

⑦製品の再製作件数の低減をはかり客先クレームの減少と不良率低減に努めます。

環境経営方針

③ 当事業所で排出される廃棄物の削減に取り組みます。

② 二酸化炭素排出量の削減の為、生産効率の改善や事務部門他で使用する

⑤ グリーン購入に努めていきます。

(3) 環境経営方針

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  本部長　佐々木敏行

 「信頼」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　成田宏一

④ 事業本部内で使用する水使用量の削減に取り組みます。

⑥ 工場周辺地域の環境に配慮した生産活動を実施します。



(1)二酸化炭素総排出量 (2)廃棄物総排出量 (3)水使用量の環境経営目標

・年度表示はその年の6月～翌年の5月を意味します。
・二酸化炭素排出係数（kg-CO2/ｋWｈ)は中部電力

環境経営目標 年間 平成29年度の調整後排出係数0.472を採用。

（基準年） (最終目標)

目標 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

(1)二酸化炭素排出量 　削減目標 - 1% 1% 2% 2% 3%

　　　　（ｋg－CO2） 　目標数値 752,175 744,653 744,653 737,132 737,132 729,610

　　使用電力 　目標数値 740,652 733,245 733,245 725,839 725,839 718,432

　　化石燃料 　目標数値 11,523 11,408 11,408 11,293 11,293 11,177

(2)廃棄物総排出量 　削減目標 - 1% 1% 2% 2% 3%

　　　（ｋg） 　目標数値 41,504 41,089 41,089 40,674 40,674 40,259

　　一般廃棄物 　削減目標 3,499 3,464 3,464 3,429 3,429 3,394

　　産業廃棄物 　目標数値 38,005 37,625 37,625 37,245 37,245 36,865

(3)水使用量 　削減目標 - 0% 0% 0% 0% 0%

　　（㎥） 　目標数値 2,761 2,761 2,761 2,761 2,761 2,761

 注1：化学物質（シンナー）の使用量は、ごく微少である為、環境経営目標より除外する。（18ℓ未満/年）

環境経営目標 原単位表示
（基準年） (最終目標)

目標 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

(1)二酸化炭素排出量 　削減目標 - 1% 1% 2% 2% 3%

　　(ｋg－CO2)/(工数) 　目標数値 107.344 106.271 106.271 105.197 105.197 104.124

　　使用電力 　目標数値 105.700 104.643 104.643 103.586 103.586 102.529

　　化石燃料 　目標数値 1.644 1.628 1.628 1.612 1.612 1.595

(2)廃棄物総排出量 　削減目標 - 1% 1% 2% 2% 4%

　　　(ｋg)/(工数) 　目標数値 5.923 5.864 5.864 5.805 5.805 5.686

　　一般廃棄物 　削減目標 0.499 0.494 0.494 0.489 0.489 0.479

　　産業廃棄物 　目標数値 5.424 5.370 5.370 5.315 5.315 5.207
　・数値は全て生産工数で割りその数値を1000倍してあります。（原単位表示）

　・基準年令和元年度の生産総工数は7,007,122となります。

　注3：水使用量は環境経営目標、原単位表示で評価することをやめ、年間実績で評価する。(令和元年度、代表者による見直し)

（4）その他活動の環境経営目標
（基準年） (最終目標)

目標 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

コピー紙再利用率(％） 　目標数値 70 70 70 70 70 70

グリーン購入（品目） 　目標数値 13 13 13 14 14 15

（基準年）

目標 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

工場周辺の清掃（回） 　目標数値 2 2 2 2 2 2

　　 （基準年）

目標 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

不良率（％） 　目標数値 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

客先クレーム（件） 　目標数値 0 0 0 0 0 0

　・不良率の低減目標は、 エコアクションの環境経営目標として設定する為、品質保証部が定めた社内目標とは異なる。
　注4：（1）（2）（3）の環境経営目標の基準年と最終目標を変更した為、
　　 　　（4）の環境経営目標の基準年と最終目標もそれに合わせる形で見直した。（令和元年度、代表者による見直し）

作成日：2021年8月23日
改定日：2022年9月26日(4)環境経営目標



　　　取り組み期間（2021年6月1日～2022年5月31日）

(1)　二酸化炭素排出量の削減

　  1)購入電力量の削減

　　　　①不要蛍光灯の消灯（第一工場の食堂・階段）
⇒担当：後藤（一） 期間：年間

　　　　②昼休み時間の消灯・消灯時間の見直し
⇒担当：後藤（一） 期間：年間

　　　　③不使用設備のブレーカーOFF/未使用パソコンの電源OFF
⇒担当：後藤（一） 期間：年間

　　　　④エアコンの使用温度 (夏：25℃ 冬：25℃) の徹底
⇒担当：EA21推進チーム 期間：年間

　　　　⑤エアコンフィルターの清掃
⇒担当：各担当者　 期間：年間

　　　　⑥「エアコン本体」及び「エアコン室外機」の簡易点検
⇒担当：EA21推進チーム 期間：8月・12月

　　　3月・ 5月(4回/年)

　　2)LPG使用量の削減

　　　　①手洗い用湯温度の適正使用の徹底 (トイレ・流し台)

⇒担当：総務課 期間：年間

　　　　②食堂のガス使用 (ムダの見直し)

⇒担当：総務課 期間：年間

　　3)ガソリン使用量の削減

　　　　①近距離は小型車使用の徹底
⇒担当：総務課 期間：年間

　　　　②急発進・急加速とアイドリングストップの励行
⇒担当：総務課 期間：年間

(2)　廃棄物等排出量の削減

　　1)一般廃棄物の排出量削減

　　　　①ペーパーレスの励行
⇒担当：小田 期間：年間

　　　　②分別の徹底
⇒担当：小田 期間：年間

　　　　③ダンボール・コピー紙・新聞紙・雑誌等の資源再利用
⇒担当：小田 期間：年間

　　　　④コピー用紙の両面使用 （再使用） 及びペーパーレスの励行
⇒担当：小田 期間：年間

　　2)産業廃棄物の排出量削減

　　　　①ろ過機のメンテナンス、機能維持
⇒担当：鈴木（直） 期間：年間

　　　　②使用済み砥石のアルミホイール再生
⇒担当：鈴木（直） 期間：年間

(5)環境経営計画



(3)　水使用量の削減

　　　　①水道水の使用量の削減
⇒担当：総務課 期間：年間

　　　　②センサー付き蛇口への取替え
⇒担当：会社 期間：老朽時

(4)　グリーン購入の推進

　　　　①グリーン購入に努める
⇒担当：総務課

(5)　工場周辺の環境配慮の取り組み

　　1)工場周辺の清掃

　　　　①年2回、工場から駐車場までの道路清掃(300ｍほど）
⇒担当：5S推進委員 期間： 6月・12月(2回/年)

　　2)危険物の把握

　　　　①有害化学物質・消防法第4類危険物のチェック
⇒担当：後藤（一） 期間： 6月・12月(2回/年)

　　　　②工場全体での使用材料のSDSの整備
⇒担当：EA21推進チーム 期間： 6月・12月(2回/年)

(6)　客先クレームの減少と不良率の減少

　　　　①加工ルールの徹底と品質チェック活動

⇒担当：品質保証部　　　 期間：年間

　　　　②品質ミーティングの実施

⇒担当：品質保証部 期間：年間

(7)　教育の推進

　　　　①エコアクション21定期総会の開催　(別紙議事録参照）

　　　　（EA21取り組み状況を報告・活動の評価、提案、見直しなど）
⇒担当：EA21総会(推進委員)期間： 6月・12月　(2回/年)

　　　　②環境コミュニケーション　(別紙議事録参照）
⇒担当：EA21推進チーム 期間： 9月・ 3月　(2回/年)



６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

計画 実施⇒

実施 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 △ 〇

計画 実施⇒

実施 ○ △ △ 〇 〇 〇 △ 〇 △ △ 〇 〇

計画 実施⇒

実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

計画 実施⇒

実施 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計画 実施⇒

実施 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計画 実施 - - 実施 - - 実施 - - 実施 - -

実施 〇 - - 〇 - - 〇 - - 〇 - -

計画 実施 - - - - - 実施 - - - - -

実施 ○ - - - - - 〇 - - - - -

計画 実施 - - - - - 実施 - - - - -

実施 ○ - - - - - 〇 - - - - -

計画 実施 - - - - - 実施 - - - - -

実施 ○ - - - - - 〇 - - - - -

計画 実施 - - - - - 実施 - - - - -

実施 ○ - - - - - 〇 - - - - -

計画 実施 - - - - - 実施 - - - - -

実施 ○ - - - - - 〇 - - - - -

計画 実施⇒

実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計画 実施⇒

実施 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○

計画 実施⇒

実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計画 実施⇒

実施 ○ 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○

計画 実施⇒

実施 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○

計画 実施⇒

実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計画 実施⇒

実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計画 実施 - - - - - 実施 - - - - -

実施 ○ - - - - - ○ - - - - -

計画 実施 - - - - - 実施 - - - - -

実施 ○ - - - - - ○ - - - - -

計画 実施 - - - - - 実施 - - - - -

実施 ○ - - - - - ○ - - - - -

計画 実施⇒

実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計画 実施⇒

実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

計画 都度開催⇒ - - - - - 実施 - - - - 実施

実施 - - - - - - 〇 - - - - 〇

計画 都度開催⇒ - - 実施 - - - - - 実施 - -

実施 - - - 〇 - - - - - 〇 - -

記載日： 記載日： 記載日：

×が2回連続の場合は是正予防報告書を発行する

記載日：

(6)-1 環境経営計画に基づき実施した取組内容

産業廃棄物の排出量削減
(基準年度比1％削減)

2021年12月13日

（６）「エアコン本体」及び「エアコン室外機」の簡易点検
　　　（4回/年）

点検表

（３）近距離は小型車使用の徹底
　　　朝礼での周知徹底　（年/2回）

（3）ダンボール・コピー紙・新聞紙・雑誌等の資源再利用

客先クレームの減
少と不良率の減少

第二工場は完了、その他に関しては明確な予定はなし（老朽時）

（1）加工ルールの徹底・品質チェック活動

ダンボールの保管場所の乱れ
ダンボールが溜まりすぎてあふれかえっている。
→5S推進チームで対応。
　 捨てる際のルールの再徹底。

計画-

水の使用量の削減
上水使用量の削減
(基準年度と同比)

確認
ＥＡ21推進

チーム

工場周辺地域への
環境に配慮

危険物の定期チェック

EA21総会
メンバー

環境活動計画の実施
状況評価

（2）使用済み砥石のアルミ再生

（2）分別の徹底（燃えるもの・燃えないもの）廃油等

集計表 鈴木

（1）エコアクション21定期総会（年/2回以上） 議事録

（2）環境コミュニケーション（年/2回以上） -

2021年6月14日

2021年7月16日

④

③

（2）ＳＤＳの整備と見直し・関連法規の最新版管理（年/2回）

代表者

総務課

（２）センサー付蛇口への切り替え

ＥＡ21推進
チーム

確認

現場の多能工化推進に伴い、他部署の人間が慣れない作業をして。戸惑う場面が多々見らえた。
役職者やベテラン作業者がしっかりと管理、サポートしていってほしい。
エコアクションの活動は、5S推進チームがしっかりと活動してくれているので、今後も怠る事なく継続していってほしい。

2022年1月17日

昼休み、双眼の照明の消し忘れ。
⇒EA推進チームでフォロー

加工停止中の加工機の消灯忘れ
昼休み、双眼の照明の消し忘れ。
⇒EA推進チームでフォロー

⑥
客先クレーム件数目標0件

不良率1.00％以下
（社内目標：0件及び0.85％) （2） 品質ミーティングの実施（毎月）

代
表
者

環
境
管
理

責
任
者

品質保証課

点検表

（１）手洗い用湯温度の適正使用の徹底（トイレ・流し台）
　　　朝礼での周知徹底　（年/2回）

（１）ペーパーレスの励行
　　　ミーティングでの徹底　（年/2回）

（1）ろ過器のメンテナンス・機能維持

-

グリーン購入の推
進

グリーン購入対象品
（2021年度：目標13件）

-

報告書

-

①

-

環境経営方針

電力の使用量削減
（基準年度比1％削減）

ガソリン・軽油の使用量削減
（基準年度比1％削減）

ＬＰＧ使用量削減
（基準年度比1％削減）

（５）エアコンフィルターの清掃
　　（月/2回）

（４）急発進・急加速とアイドリングストップの励行
　　　朝礼での周知徹底　（年/2回）

二酸化炭素の排出
量削減

後藤（一）

後藤（一）

点検表

確認

（３）不使用設備のブレーカーOＦＦ

（２）昼休み時間の消灯

（４）冷暖房の設定温度を見直し、標準化する
　　　夏：２５℃ 冬：２５℃

確認

（１）不要蛍光灯の消灯

ＥＡ21推進
チーム

スケジュール /進捗確認（評価　○：予定通り実施できた　△：一部未実施であった　×：殆ど未実施であった）

文書作成者

神山 真介

評価日

2021年6月14日

担当者

後藤（一）

小田

集計表

集計表

環境経営目標
点検
方法

確認

具体的な取り組み内容

各担当

ＥＡ21推進
チーム

総務課

総務課

会社

総務課

（１）工場周辺清掃（駐車場～会社）の実施 （2回/年）
５Ｓ推進
チーム

（1）グリーン購入の推進

小田

小田

⑤
（１）ＰＲＴＲ法対象物質・消防法第4類危険物のチェック（年
/2回）

確認 後藤（一）

-工場周辺清掃の実施

総務課

鈴木

集計表

集計表 小田

（２）食堂のガス使用（ムダの見直し）
　　　業務ミーティングの実施　（年/2回）

（4）コピー用紙再使用率の向上 (両面コピー率：目標70％)

総務課

報告書

-

一般廃棄物の排出量削減
(基準年度比1％削減)

廃棄物排出量の削
減

②

⑦ 教育の推進
環境経営方針・目標・活動の周

知

-

（１）水道水の使用量の削減



※組織表の各部門の「正」責任者は「EA21推進委員」とする（正責任者不在の時は副責任者が対応）

※推進委員はEA21総会のメンバーとする。

・環境経営方針の制定。

・環境管理責任者の任命。

・環境経営に必要な経営資源（人材・設備・資金・情報）の用意。

・経営における課題とチャンスの整理・明確化。

・実施体制の構築及び承認。

・システム全体の評価と見直し・指示。

・環境経営目標及び環境経営計画を策定。

・環境経営システムを構築・運用・維持し、その状況を代表者に報告する。

・環境経営レポートの作成。

・EA21推進チームを組織して活動する。

・環境管理責任者の指示の下、エコ意識を全社員に高めてもらう為の活動を行う。

・年2回（9月と3月）に環境ミーティングを行い会社全体の活動を計画・実施・評価を行う。

・環境上の事故及び緊急事態を想定し、訓練を実施する。

・社員全体のEA活動をサポートする。(日々の見回り・問題点の発見、報告など）

・システム全体が適切に運用されているか中立の立場から監査し評価する。

・年2回(6月と12月)に開催し、システム全体の確認・評価をEA21推進委員全員で行う。

・必要に応じて環境経営目標や環境経営計画を見直し、変更を代表者へ提案する。

・システム運用に問題が発生した場合、開催し運用の見直し・変更など必要な措置を取る。

・環境経営活動で新たな提案や改善案が発生した場合、開催し有効であれば代表者へ提案する。

・環境経営方針・目標・計画を所属する従業員に周知する。

・部門ごとに任された環境経営活動を指揮、実行し評価する。

・EA21推進委員として、EA21定期総会及び臨時総会に参加し、システムの評価や見直しを行う。

・システムを管理し、問題が生じたり気が付いた場合、速やかに環境管理責任者へ報告する。

・システムに関して、任された現場の意見をまとめる。

　また、必要であればEA21臨時総会を開き運用の見直しや提案を諮る。

・各部のEA21推進委員監督の下、環境経営活動を実行する。

・環境上の事故及び緊急事態を想定した、避難訓練を実行する。

・5S活動を通じて会社内・外のクリーン活動を行う。

臨時総会

EA21推進委員

EA21総会
議長：環境管理責任者

監査委員

　リーダー
　　環境管理責任者

　メンバー
　　安全推進委員

副　仙石 美智子

定期総会

正　岩田　恭幸

副　足立　奈穂

(6)-2 実施体制図

EA21総会

神山　真介

2022年6月1日現在

岐阜事業本部全体 従業員

担当者・メンバー

佐々木 敏行

神山 真介

各部門の担当者

議長：EA21推進委員

安全推進委員

副　石田 いずみ

正　堀　希

吉岡 克敏

副　中村　弘喜

責任・権限

EA21推進委員 (※)

正　河村　浩隆

EA21推進チーム

監査委員

環境管理責任者

環境管理責任者

EA21推進チーム

代表者

吉岡 克敏

役割

役割・責任・権限

副  小田 悠介

正　鈴木 直輝正　神山　真介

代表者
佐々木 敏行

第一営業部
岐阜

総務課 品質保証課 生産管理課技術課



(1)二酸化炭素総排出量 (2)廃棄物総排出量 (3)水使用量の実績
　　・年度表示はその年の6月～翌年の5月を意味します。
　　・二酸化炭素排出係数（kg-CO2/ｋWｈ)は中部電力

年間実績 　平成29年度の調整後排出係数0.472を採用。

（基準年） (%) (%)

2019年度 2021年度
対基準年比

実績
2021年度
削減目標

752,175 711,796 ▲5.4 ▲1.0

使用電力 740,652 703,945 ▲5.0 -

化石燃料 11,523 7,851 ▲31.9 -

41,504 31,508 ▲24.1 ▲1.0

一般廃棄物 3,499 3,171 ▲9.4 -

産業廃棄物 38,005 28,337 ▲25.4 -

2,761 2,287 ▲17.2  ▲0.0

年間実績 原単位表示 
（基準年） (%) (%)

2019年度 2021年度

7,007,122 7,158,395

107.344 99.435 ▲7.4 ▲1.0

使用電力 105.700 98.338 ▲7.0 -

化石燃料 1.644 1.097 ▲33.3 -

5.923 4.402 ▲25.7 ▲1.0

一般廃棄物 0.499 0.443 ▲11.3 -

産業廃棄物 5.424 3.959 ▲27.0 -

0.394 0.319 ▲18.9 ▲0.0

　　　　　　　*数値は全て生産工数で割りその数値を1000倍してあります。（原単位表示）

（4）その他活動の実績
（基準年）

2019年度 2021年度
対基準年比

実績
2021年度目標

70 68 2％減少 70

13 13 増減無し 13

（基準年）

2019年度 2021年度
対基準年比

実績
2021年度目標

2 2 - 2

（基準年）

2019年度 2021年度
対基準年比

実績
2021年度目標

1.20 1.24 0.04％上昇 1.20

0 0 増減無し 0

工場周辺の清掃（回）

不良率(％）

客先クレーム件数（件）

（1）二酸化炭素総排出量
　　　　　(ｋg-CO2)

（1）二酸化炭素総排出量
　　   (ｋg-CO2)/(工数)

（3）水使用量 (㎥)

（2）廃棄物等総排出量
　　　 　  (ｋg)

生産総工数 (工数)

(7)-1 環境経営目標の実績

2021年度
削減目標

コピー紙再利用率(％）

グリーン購入（品種）

（3）水使用量 (㎥)/(工数)

（2）廃棄物等総排出量
　　   (ｋg)/(工数)

対基準年比
実績



（１）　二酸化炭素総排出量の低減

　　①　使用電力
 達成状況：実績で5.0％の削減、原単位評価では7.0％の削減となり、削減目標1％を達成。

　　②　化石燃料
 達成状況：実績で31.9%の削減、原単位評価で33.3％の削減となり、削減目標1％を達成。

　 二酸化炭素合計

 達成状況：実績で5.4％の削減、原単位評価では7.4％の削減となり、削減目標1％を達成。

 実施状況の評価：前年（2020年度）、コロナ禍で生産効率が落ちた事を分析し
　　　　　　　　 現場での多能工化を推進した。その結果サポート体制が充実し生産効率が向上した。
　　　　　　　　 結果的に全ての削減目標をクリアすることができた。

（２）　廃棄物等排出量の低減

　　①　一般廃棄物
 達成状況：実績で9.4％の削減、原単位評価では11.3％の削減となり、削減目標1％を達成。
　　　　　
　　②　産業廃棄物
 達成状況：実績で25.4%の削減、原単位評価で27.0％の削減となり、削減目標1％を達成。
 

　　廃棄物等総排出量

 達成状況：実績で24.1%の削減、原単位評価で25.7％の削減となり、削減目標1％を達成。

 実施状況の評価：エコ活動が定着し、ゴミの排出量は減った。
　　　　　　　　 生産効率の向上により、原単位評価でも大幅に目標達成が出来た。
　　　　　　　　 産業廃棄物はろ過機の性能をしっかりと発揮させる事が目標達成につながった。
　　　　　　　　 産業廃棄物の削減はろ過機の性能維持に大きく依存する為、今後とも注力していきたい。

（３）　水使用量

 達成状況：実績で17.2％の削減、原単位評価で18.9％の削減となり、削減目標0％を達成。

 実施状況の評価：現場レベルでの節水意識は高い水準を維持できている。
　　　　　　　　　　　　 実際に排水量は削減できているので活動は評価できる。

（４）　その他の活動

 達成状況：コピー紙の再利用率は68％となり、目標値70％は未達成。
 　　　　　グリーン購入は、13品を維持し、目標を達成。
　　　　　 工場周辺の清掃は6月と12月に実施し、年2回の目標を達成。
　　　　　 客先クレーム件数は0件となり、目標0件となり目標を達成。
　　　　　 不良率は1.24％となり、目標1.20％を下回り未達。
　　　　　　　　 
　　　　　　　　 

（５）　全体の評価 （2022年9月28日）

エコアクションの活動自体は定着しています。
昨年の反省点を活かして、人員が不足した場合でも生産体制が維持できる様に、サポート体制を強化した。
その結果、生産効率が回復し、二酸化炭素及び廃棄物の排出量共に全ての目標を達成することができた。
今後も、コロナの影響で欠員が出て、機械の稼働が低下するなど、厳しい状況は続きます。
本年同様、社員同士が連携し、生産を落とさぬように努める事が重要です。
また、多能工化推進に伴い、不良率は増加傾向にある為、今後は削減できるようにしていきたいです。

(7)-2 環境経営計画の取組結果とその評価



（１）　二酸化炭素総排出量の低減

① 使用電力

：節電活動の維持と継続。
　　　　　 　 　更なる生産効率の向上と機械のチョコ停の抑止。

：技術部と相談し、自動化の推進。
　製造1課・製造2課の課を超えた社員同士の連携強化、多能工化の促進。
　作業治具の見直し。

② 化石燃料

：輸送ルートや使用頻度、アイドリングストップなどで使用を減らす。
　　　　　 　 

：今季も上手く取り組み、結果が出ているのでその活動を維持継続していく。

（２）　廃棄物等排出量の低減

① 一般廃棄物

：ダンボールや紙ゴミを抑制する。（ペーパレス化）
　　　　 　　 

：断捨離活動の実施。
　再生利用できるものを使い、ごみの削減に努める。

② 産業廃棄物

環境経営目標 ：ろ過機の廃棄物は月割り計算で計上。
　日々の保守メンテの活動を維持・継続してろ過機の低下を防ぐ。

　　　　 ：取り組みを継続し、ろ過機能の維持に努める。(12カ月以上の維持を目標)

 

（３）　水使用量

：水の使用量は実績に重きを置き、現状維持で評価する。

：節水の活動は出来ている。
　今季の取り組みを継続する

（４）　その他の活動

：正しく評価できている為、目標に変更は無し。
　不良率の向上に置いて活動していきたい。

：多能工化に伴い、慣れない作業が増加して不良率が上がった。
　特にカケ不良が多発した。

　治具の見直しや、教育サポートなど不良を抑制する取り組みを実施する。

(7)-3 次年度の環境経営目標及び環境経営計画

の取組

環境経営目標

環境経営計画

の取組

環境経営目標

環境経営計画

環境経営目標

環境経営計画

の取組

の取組

環境経営計画

の取組

環境経営目標

　　　　　　　

環境経営目標

の取組

環境経営計画

環境経営計画



環境関連法令等 要求事項 該当条項 評価基準 評価

清掃 法第9条 浄化槽の清掃を行わなければならない 年1回清掃 報告書 ○

第一種特定製品のエアコンは全て、ユーザーによる簡易
点検が必要。

1年に4回以上 点検記録 〇

7.5kW以上50kW未満のエアコンは専門業者による定期点検
が必要。

3年に1度以上 報告書 〇

－

その他の関連要求 顧客の要求事項 － EA21・ISOのいずれかの認定を受ける 認定 ○

　(1)当社が遵守すべき環境関連法規及び条例に対する法令違反・訴訟等はありませんでした。
　 
　(2)関係機関や地域からの指摘や苦情も過去3年間に亘り無し。(※)
     ※ただし、工業団地内の共有駐車場が汚いという苦情が出た。
　    　　 我々も利用している為、5S活動の清掃に共有駐車場も組み入れ、綺麗な状態を維持する対策をとった。

平成29年 2月8日

(8) 環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果、並びに違反、訴訟などの有無

2008年エコアクション21、取得

現行○とするが
更に調査し購入する事が必要

家電リサイクル法 責務 ー 特定家電を処理する時は小売業者に引き渡す義務がある

ユニット型エアコン.ブ
ラウン管TV.電気冷蔵
庫.冷凍庫.洗濯機.液晶
TV.プラズマTV.衣類乾

燥機

○ 2021年度は廃棄なし

○
選任

防火管理責任者 後藤　一成

グリーン購入法
事業者はグリーン購入に努

める
ー 一般責務として努力する (取り組み事項につき適用) ー ー ○

法第64号

毎年3月・6月・
9月・12月に点検する

2019年10月に実施
ﾀﾞｲｷﾝﾃｸﾉ（株）

消防法
消防計画
防火管理者

法第8条
防火管理者を選任し消防計画の作成や訓練・点検等の防
火管理上必要な業務を行わせなければならない

選任・解任後
遅滞なく届出

届け出

第一種特定製品廃棄者の引
渡し義務

法第19条
第一種特定製品を廃棄する場合は、第一種フロン回収業
者にフロン類を引き渡さなければならない

ー 契約書 ○ 2021年度は廃棄なし

提出済み

フロン排出抑制法

事業者の責務 法第4条
事業者は特定製品が廃棄される場合において、フロンが
適正かつ確実に回収され、及び破壊される為に必要な措
置を講じなければならない

第一種特定製品
業務用冷凍空調機器
第二種特定製品
カーエアコン

契約書 ○ 2021年度は廃棄なし

管理者の判断の基準

廃棄物の処理及び清掃
産業廃棄物管理票の提出

法第12条
の3第6項

前年度4月1日から3月30日までに交付した産業廃棄物票に
ついて6月30日までに提出すること

産業廃棄物管理票交付等
状況報告書の提出

報告書 〇

処理及び保管に関しては法で定め
られた基準に従い管理されてい
る。産業廃棄物委託契約書及び業

の許可証の有効期限の確認

産業廃棄物管理票
マニフェストの交付

法第12条
の3第1項

産業廃棄物の運搬及び処分を委託する場合に廃棄物の引
渡しと同時に運搬を受託した者に対し、環境省令で定め
る事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければな

らない

記録書類の
5年間保存

マニフェスト
専用ファイル ○

収拾運搬は国土整備と契約
処分業者はダイセキと契約
（優良廃棄物処理業者の為、

実地確認は不要）

事業者の産業廃棄物に係る
処理

法第12条
第1～5項

事業者は自らその産業廃棄物の処理を行う場合には政令
で定められた基準に従わなければならない。　保管する
場合は環境省令で定める基準に従い生活環境に支障のな
いよう保管しなければならない。　　産業廃棄物の収集
及び処分を委託する場合は法律第14条の許可を受けた運
搬 ・処理業者に委託しなければならない。

委託契約書の締結確認
業の許可証の確認

契約書 ○

廃棄物処理法

事業者の責務 法第3条
事業者は事業活動に伴い生じた廃棄物を自らの責任にお
いて適正に処分しなければならない

ー 記録 ○
産業廃棄物として適正に処分。

（業者に引き渡し）

○ 苦情なし

事故時の措置 法第10条
事業所内において事故が発生した場合は応急措置を講じ
速やかに復旧しなければならない
事故の状況を直ちに市長に通報しなければならない

応急措置及び通報 ー ○ 過去に事故なし

悪臭防止法

規制基準の遵守 法第7条 当該規制区域の規制基準を遵守しなければならない 苦情等の確認
苦情
報告

特定施設の設置の届出 法第6条
特定施設設置の設置にあたっては届け出をしなければな
らない　(ただし工業専用区域は対象外)

圧縮機：
定格出力7.5ｋｗ以上が

対象
ー ー

工業専用区域で対象外
苦情もなし

工業専用区域で対象外
苦情もなし

振動規制法

規制基準の遵守 法第5条 規制基準を遵守しなければならない
規制基準

6時～22時→65dB
22時～6時→60dB

ー ○ 苦情なし

特定施設の設置の届出 法第6条
特定施設設置の設置にあたっては届け出をしなければな
らない　(ただし工業専用区域は対象外)

空気圧縮機及び送風機
定格出力7.5ｋｗ以上が

対象
ー ー

騒音規制法

規制基準の遵守 法第5条 規制基準を遵守しなければならない 第4種区域

規制基準
8時～19時→70dB

6時～8時/19時～23時→
65dB

23時～6時→60dB

ー ○ 苦情なし

事故時の措置
法第14条

の2

特定施設の破損等の事故が発生し有害物質を含む水が事
業場から公共用水域に排出され、また地下に浸透し被害
をもたらすおそれがある時は直ちに応急の措置を講じる
とともに速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要
を知事に届け出なければならない

応急措置及び届出 ー ○ 過去に事故なし

報告書 ○ ー

水質汚濁防止

浄化槽法

定期検査 法第11条
毎年１回指定検査機関の行う水質に関する検査を受けな
ければならない

年1回検査 報告書 ○ （検査機関：岐阜県環境管理技術センター）

外部業者にて清掃実施

浄化槽管理者の義務
法第10条
第3項

浄化槽管理者は浄化槽の保守点検及び清掃を専門の業者
に委託することが出来る

ー 契約書 ○ 各衛サービス㈱・田代工業㈱に委託　

保守点検 法第8条 浄化槽の保守点検を行わなければならない
浄化槽の種類や規模によ
り回数が定められている

点検結果 ○
1回/3ヶ月の保守点検を実施（専門
業者）浄化槽点検記録にて確認

浄化槽の設置等 法第5条
浄化槽の設置又は構造等を変更する場合は、知事に届け
出しなければならない

設置及び変更の前に届出 届出書 ○ 届出済み

点検清掃記録
施行規則
第5条

保守点検及び清掃の記録書類は３年間保存しなければな
らない

記録書類の３年間保存

作成日：2018年6月17日　作成者：神山 真介

評価日：2022年6月2日　評価者：神山 真介

評価基準 ○：適合　△：一部不適合　×：不適合

概要 評価内容



(9) 代表者による全体の評価と見直し・指示

1． 環境経営目標とその達成状況(達成した場合は設定に問題が無かったか次年度の
　　　目標設定について、未達成の場合は原因と次年度の目標や対応策について記載)

「代表者は全体見直しに必要な情報を収集・環境管理責任者に報告を求め　　　　

                                          システムの有効性、取組の適切性を評価する」

保存期間：3年

環境管理責任者による見直しに必要なコメント
作成者：神山真介

作成日：2022年06月24日

４．外部からの苦情等の受付結果

　　この１年間、外部からの苦情は無し。

　　見直しした結果、遵守状況も問題はなく確実に遵守している。

２．環境活動計画の実施状況(取組に問題が無かったか、次年度の取組について記載)

・サポート体制を強化するために多能工化を推進した。
　その結果、生産効率が向上し、非常に良い結果が得れた。
　しかしながら、その反動で不良率が悪化してしまった。
　次年度は、その点に注力し不良率向上を目指す。

３．環境関連法規の見直し・遵守状況

記載日：2022年6月24日

５．問題点の是正予防報告書

　　発行無し

２．環境への取組み 適切である・一部適切でない

変更判断・指示

２．環境経営目標の変更　　　　有・無

・環境経営目標の設定について
　生産の回復に伴い、大幅な目標達成となった。
　来年度の活動を見て、これが続くようであれば目標の見直しも検討する。

・産業廃棄物の目標設定について
　ろ過機稼働月毎に分散して計上することにより評価が安定した。
　非常に管理しやすく、今後ともこの方法で産業廃棄物を計上する。

評価結果

代表者による変更の必要性の判断・指示
評価者：代表者　佐々木敏行

３．環境経営計画の変更　　　　有・無

１．環境経営システム 有効に機能している・機能していない

１．環境経営方針の変更　　　　有・無

４．実施体制の変更　　　　　　有・無


